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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１熱源と第２熱源の間に配置して使用されるインターポーザであって、
　真空に維持されたキャビティを有する本体と、
　前記キャビティの内壁面に形成された熱反射領域とを備え、
　前記本体が、前記第１熱源に隣接する上壁と、前記第２熱源に隣接する下壁と、前記上
壁と前記下壁を連結する側壁を備えていて、前記上壁と前記下壁と前記側壁が前記キャビ
ティを画定しており、
　前記上壁と前記下壁と前記側壁のうちの少なくとも一つが、他とは異なる材料から形成
されていることを特徴とするインターポーザ。
【請求項２】
　前記熱反射領域が、前記上壁の内面と前記下壁の内面に形成され、前記側壁の内面には
形成されていないことを特徴とする請求項１に記載のインターポーザ
【請求項３】
　前記本体が貫通電極を有していることを特徴とする請求項１または２に記載のインター
ポーザ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のインターポーザと、
　前記インターポーザの前記上壁の側に搭載された第１半導体デバイスと、
　前記インターポーザの前記下壁の側に搭載された第２半導体デバイスと
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を備えていることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項５】
　前記第１半導体デバイスの側に装着された放熱板をさらに備えていることを特徴とする
請求項４に記載の半導体モジュール。
【請求項６】
　前記第１半導体デバイスと前記第２半導体デバイスと前記インターポーザを包含するケ
ースと、冷却用流体を加圧して前記ケース内に導入する手段とをさらに備えていることを
特徴とする請求項４に記載の半導体モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイスの実装技術に関し、さらに言えば、消費電力の大きい半導体
デバイスの動作温度の上昇を抑えて安定に動作させることができるインターポーザと、そ
のインターポーザを用いた半導体モジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、シリコンを代表とする半導体工業分野の技術進歩は大きく、工業用、民生用を問
わず、機器やシステムの小型化、軽量化、低価格化、高機能化などに大きく寄与するに至
っている。一方、半導体デバイスへの要求はとどまることがなく、より一層の高集積化、
高速化、高度化が期待されると共に、小型化も期待されている。これらの要求に応える策
として、半導体デバイスを構成する単位素子（例えばトランジスタ）の寸法を微小化し、
搭載される単位素子の数を増大させることがある。この策の利点は、微小化に伴う動作速
度の増大（高速化）、高集積化に伴う機能の増大（あるいは必要とされる半導体デバイス
数の減少）である。しかしながら、高速化や高集積化に伴い半導体デバイスの内部での消
費電力が大きくなり、動作の不安定化あるいはデバイス自体の破壊の危険性が増大する。
これらの危険性を低下させるには、半導体デバイスの放熱技術（あるいは冷却技術）が必
須である。
【０００３】
　以前から、半導体デバイスの動作温度を低くする技術が数多く開発されてきた。例えば
、大電力の半導体デバイスに放熱フィン（アルミ合金製が多い）を貼り付け、このフィン
に空気の流れを吹き付けることにより、半導体デバイスを冷却する技術がある。消費電力
が比較的低い（例えば数ワット）場合には、この技術で解決可能である。しかし、最新の
半導体デバイスでは、消費電力がいっそう大きくなっており、コンピュータのＣＰＵなど
では１００ワット以上に達することもある。このため、このような大消費電力の半導体デ
バイスでは、放熱が十分でないと、半導体デバイスの温度が上昇し、熱暴走あるいは熱破
壊に至ることもある。したがって、半導体デバイスの動作の上限は、放熱技術に支配され
ているとも言える。
【０００４】
　半導体デバイスを複数個積層化してなる「半導体モジュール」は、比較的容易に高集積
化を実現できる利点がある。このような構成では、下層に配置された半導体デバイスでの
電力消費は、この半導体デバイスの温度を上昇させるだけではなく、その上層に配置され
た半導体デバイスの温度も上昇させる。このため、積層モジュールの上層に、特性が動作
温度に敏感な半導体デバイスが配置されている場合には、積層モジュール全体の動作が不
安定になる可能性がある。このため、半導体モジュールの場合には、消費電力が大きい半
導体デバイスのみを冷却し、積層されている半導体デバイス間で熱伝達が生じないような
実装構造が好ましい。
【０００５】
　積層された半導体デバイス（半導体モジュール）の冷却技術としては、従来、図１１に
示す実装構造が提案されている。同図は、特許文献１の図１Ａとして掲載されているもの
である。
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【０００６】
　図１１において、チップスタック１１０は、符号１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃで示さ
れた３個の半導体チップの積層体から構成されている。それぞれのチップ１１０ａ、１１
０ｂ、１１０ｃには、エッチングで形成されたチャネル１７５が設けられている（図１１
では、符号１７５は代表的なチャネルを示している）。チャネル１７５内に流体（冷媒）
を流すことにより、チップスタック１１０の冷却が行われるようになっている。この流体
は、積層されたチップ１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃの間に形成された狭いチャネル１７
５内を流動する。なお、チップ１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃが半導体基板から構成され
ている場合には、その厚さは通常、数百マイクロメータ以下である。
【０００７】
　各半導体チップ１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃの垂直方向には、符号１２３で示された
ＴＳＶ（Through Silicon Via, シリコン貫通電極）によって、チップ１１０ａ、１１０
ｂ、１１０ｃ同士は相互接続されている。
【０００８】
　他方、半導体モジュールでは、積層した半導体デバイスの間に「インターポーザ」と称
される配線基板を挟み込むことも行われている。このインターポーザへの要求仕様として
は、（１）表面と裏面の間に複数の電気接続路（例えば貫通電極）を有すること、（２）
表面あるいは裏面に、あるいは表面及び裏面の双方に電気配線層（再配線層とも称される
）を有すること、などがある。このような仕様を満足させると、半導体モジュールの設計
および作成が容易となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０３１１８６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　図１１に示した従来の半導体デバイスの実装構造では、チャネル１７５は、あたかも「
多数の柱が林立する回廊」のように形成されており、しかも、その高さは数百マイクロメ
ータ以下であるから、チャネル１７５内に流体（冷媒）を流し込むには、大きな圧力が必
要である。
【００１１】
　また、流体の流れる方向は、図１１の符号１１１の下側にある下向き矢印と右向き矢印
で示されているが、その下向き矢印に沿ってチップスタック１１０の周囲に流入した流体
は、右向き矢印に沿ってチップ１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃの間にあるチャネル１７５
内に流入するだけではなく、チップ１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃの周囲に沿っても流動
するであろう。上述したように、チャネル１７５の高さが低いことと、チップ１１０ａ、
１１０ｂ、１１０ｃの周囲には広い空間があることを考えると、チャネル１７５内のみに
流体を流し込むことは困難であり、多くの流体はチップ１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃの
周囲に沿って流れてしまうと思われる。しかも、チップ１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃに
形成されたチャネル１７５の形状（流体が流れる方向の形状）は、チップ１１０ａ、１１
０ｂ、１１０ｃ毎に異なるので、各層に形成されたチャネル１７５の全てにおいて均一な
流体の流れを実現することも困難であろう。
【００１２】
　このような理由から、図１１の従来の実装構造では、チップ１１０ａ、１１０ｂ、１１
０ｃの十分な冷却（あるいはチップ１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃからの放熱）を実現す
ることは、必ずしも容易ではない。
【００１３】
　他方、半導体モジュールにおいて、積層した半導体デバイスの間にインターポーザを挟
み込むと、これら半導体デバイス間の物理的な距離が大きくなり、例えば、下層の半導体
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デバイスの発熱が上層の半導体デバイスに伝達されにくくなる利点がある。しかあし、上
述した従来の半導体デバイスの実装技術を高度化して、消費電力の大きい半導体デバイス
の動作温度の上昇を抑えて安定に動作させるためには、積層方向に隣接する半導体デバイ
ス間での熱伝導を、積極的に、より少なくするようなインターポーザの新たな構造が望ま
れる。
【００１４】
　本発明は、以上のような事情を考慮してなされたものであり、その目的とするところは
、二つの熱源の間に配置した際に、それら熱源間での熱伝導をより効果的に抑制すること
ができるインターポーザを提供することにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、２個以上の半導体デバイスを積層してなる半導体モジュールにお
いて、隣接する半導体デバイス間での熱伝導をより効果的に抑制し、もってそれら半導体
デバイスの温度上昇を抑えて安定に動作させることができるインターポーザを提供するこ
とにある。
【００１６】
　本発明のさらに他の目的は、消費電力の大きい半導体デバイスを含んでいても、積層さ
れた半導体デバイスの温度上昇を抑えて安定に動作させることができる半導体モジュール
を提供することにある。
【００１７】
　ここに明記しない本発明の他の目的は、以下の説明及び添付図面から明らかになる。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　（１）　本発明の第１の観点によるインターポーザは、
　真空に維持されたキャビティを有する本体（構造体）と、
　前記キャビティの内壁面に形成された熱反射領域と
を備えていることを特徴とするものである。
【００１９】
　本発明の第１の観点によるインターポーザは、上述したような構成を有するので、前記
本体の一方の側に配置された第１熱源（例えば半導体デバイス）から生じた熱が、伝導に
よって前記本体を移動する際に、その熱伝導は、真空状態にある前記キャビティによって
効果的に抑制される。前記熱の一部は前記キャビティ内を伝導するが、前記キャビティの
内壁面には前記熱反射領域が形成されているので、前記キャビティ内を伝導した熱の多く
は、前記熱反射領域で反射され、それ以上伝導しない。したがって、前記第１熱源から前
記本体中を移動して前記第２熱源に到達する熱の量は、大きく減少する。
【００２０】
　逆に、前記第２熱源から生じた熱が、前記本体中を移動して前記第１熱源に到達する量
も、同様の理由で、非常に少なくなる。
【００２１】
　このように、前記第１熱源と前記第２熱源が、本発明のインターポーザによって熱的に
絶縁されることになるから、本発明のインターポーザによれば、二つの熱源の間に配置し
た際にそれら熱源間での熱伝導をより効果的に抑制することができる。
【００２２】
　また、２個以上の半導体デバイスを積層してなる半導体モジュールにおいて、積層方向
に隣接する半導体デバイスの間に本発明のインターポーザを介在させれば、それら半導体
デバイス間での熱伝導をより効果的に抑制することができる。よって、それら半導体デバ
イスの温度上昇を抑えて安定に動作させることができる。
【００２３】
　（２）　本発明のインターポーザの好ましい例では、前記本体が、第１熱源に隣接する
上壁と、第２熱源に隣接する下壁と、前記上壁と前記下壁を連結する側壁を備えており、
前記上壁と前記下壁と前記側壁が前記キャビティを画定する。前記上壁と前記下壁と前記
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側壁は、熱伝導率が低い材料で作製することが好ましい。
【００２４】
　（３）　本発明のインターポーザの他の好ましい例では、前記熱反射領域が、前記上壁
の内面と前記下壁の内面に形成され、前記側壁の内面には形成されない。
【００２５】
　（４）　本発明のインターポーザのさらに他の好ましい例では、前記上壁と前記下壁と
前記側壁が、いずれも単結晶シリコンで形成される。この例では、周知の集積回路作成技
術を利用して、前記インターポーザの表面と裏面、あるいは前記上壁と前記下壁に、電子
回路あるいは電気配線層を容易に形成できるという利点がある。
【００２６】
　（５）　本発明のインターポーザのさらに他の好ましい例では、前記上壁と前記下壁が
単結晶シリコンで形成され、前記側壁がガラスで形成される。この例では、シリコン単結
晶とガラスとを静電接合で気密良くかつ強固に密着させることが可能であるから、真空を
維持することが容易である。
【００２７】
　（６）　本発明のインターポーザのさらに他の好ましい例では、前記上壁と前記下壁が
樹脂材料（例えば、プリント基板の素材）で形成され、前記側壁が接着性の高い樹脂材料
（例えば、フォトレジスト材料である「ＳＵ－８」で形成される。この例では、シリコン
単結晶とガラスとを静電接合で気密良くかつ強固に密着させることが可能であるから、真
空を維持することが容易である。
【００２８】
　（７）　本発明のインターポーザのさらに他の好ましい例では、前記本体が貫通電極を
備える。
【００２９】
　（８）　本発明の第２の観点による半導体モジュールは、
　本発明の第１の観点によるインターポーザと、
　前記インターポーザの一方の側に搭載された第１半導体デバイスと、
　前記インターポーザの他方の側に搭載された第２半導体デバイスと
を備えていることを特徴とするものである。
【００３０】
　本発明の第２の観点による半導体モジュールは、上述した本発明の第１の観点によるイ
ンターポーザを含んでいて、そのインターポーザの両側に前記第１半導体デバイスと前記
第２半導体デバイスを搭載しているので、前記第１半導体デバイスと前記第２半導体デバ
イスは、前記インターポーザによって熱的に絶縁される。このため、前記第１半導体デバ
イスと前記第２半導体デバイスの間での熱伝導をより効果的に抑制することができる。
【００３１】
　よって、消費電力の大きい半導体デバイスを含んでいても、積層された半導体デバイス
の温度上昇を抑えて安定に動作させることができる。
【００３２】
　（９）　本発明の半導体モジュールの好ましい例では、前記第１半導体デバイスの側に
装着された放熱板をさらに備える。
【００３３】
　（１０）　本発明の半導体モジュールの他の好ましい例では、前記第１半導体デバイス
と前記第２半導体デバイスと前記インターポーザを包含するケースと、冷却用流体を加圧
して前記ケース内に導入する手段をさらに備える。前記ケースは、冷却用流体を導入する
インレットと、前記冷却用流体を排出するアウトレットとを有する。
【００３４】
　（１１）　本明細書では、関連する用語を下記のように定義する。
【００３５】
　・半導体デバイス：　以下の（ｉ）と（ｉｉ）を含む半導体デバイス全般を指す。
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【００３６】
　（ｉ）　ウェーハプロセスが完了し、半導体ウェーハから切り出された半導体チップ（
ベアチップ）。当該半導体チップには、少なくとも１個のトランジスタ、ダイオードなど
の半導体素子が配置された、いわゆる集積回路のチップを含む。
【００３７】
　（ｉｉ）　パッケージングされた上記の半導体チップ。ボールグリッドアレイ（ＢＧＡ
）、チップサイズパッケージ（ＣＳＰ）などと称される、種々のパッケージでパッケージ
ングされたものが含まれる。
【００３８】
　・半導体モジュール：　２個以上の前記半導体デバイスが積層された構造である。積層
構造を構成する各層の間の相互接続の手法には、ワイヤボンディング、貫通電極（ＴＳＶ
）などがあるが、その手法は問わない。なお、本明細書では、ワイヤボンディングにより
層間接続された半導体モジュールを「ボンディングモジュール」、貫通電極により層間接
続された半導体モジュールを「貫通電極モジュール」と呼ぶ。
【００３９】
　・電子部品：　受動素子とも称されている部品で、抵抗、キャパシタ（コンデンサ）、
インダクタ（コイル）などがある。単一の素子（個別部品）を複数個組み合わせた構成（
例えば、モジュール抵抗）もある。また、特定の機能を有するセンサやアクチュエータも
、電子部品に含まれる。さらには、信号処理回路、駆動回路などが集積化された前記セン
サや前記アクチュエータも、電子部品に含まれる。
【００４０】
　・流体：　気体あるいは液体であり、熱伝導で熱を吸収することにより、放熱あるいは
排熱効果を有するものである。このような機能を有する流体は、「冷媒」とも称される。
具体例としては、（ｉ）フロン類・ノンフロン類（多用されており、種類が多い）、（ｉ
ｉ）有機化合物であるブタン、イソブタンなど、（ｉｉｉ）無機化合物である水素、ヘリ
ウム、アンモニア、水、二酸化炭素などがある。
【００４１】
　（１２）　前記熱反射領域は、前記キャビティの内壁面の全体にわたって配置されると
は限らない。前記内壁面の指定された範囲に限定して配置してもよい。例えば、前記キャ
ビティの上壁と下壁にのみ前記熱反射領域を配置し、前記キャビティの側壁には前記熱反
射領域を配置しないようにする。さらに、前記上壁の周辺部（側壁に近い部分）に前記熱
反射領域を配置しないようにしてもよい。
【００４２】
　前記キャビティの上壁と下壁と側壁は、同一材料で形成してもよい。例えば、これらを
全てシリコン単結晶で構成した場合には、周知の集積回路作成技術を利用して、前記イン
ターポーザの表面と裏面、あるいは、前記上壁と下壁に、電子回路あるいは電気配線層を
容易に形成することが可能となる。
【００４３】
　前記キャビティの上壁と下壁と側壁は、異なる材料で形成してもよい。例えば、上壁と
下壁をシリコン単結晶で、側壁をガラスで形成してもよい。この場合、シリコン単結晶と
ガラスとを静電接合で気密良くかつ強固に密着させることが可能であり、前記キャビティ
の真空を維持しやすい。また、前記キャビティの上壁と下壁を樹脂材料（例えば、プリン
ト基板の素材）で、側壁を接着性の高い樹脂材料（例えば、フォトレジスト材料である「
ＳＵ－８」）で形成してもよい。なお、上壁と下壁と側壁は、熱伝導率が低い材料で形成
することが好ましい。
【００４４】
　前記インターポーザの表面と裏面に、電子回路あるいは電気配線層を配置してもよい。
また、前記キャビティの内壁面にも、電子回路あるいは電気配線層を配置してもよい。こ
の場合には、前記熱反射領域が前記電子回路等の動作を阻害しない（例えば、電子回路の
短絡）ようにするために、前記熱反射領域と前記電子回路等の間に絶縁層を配置すること
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が必要となる。
【００４５】
　前記インターポーザには、貫通電極を形成してもよい。貫通電極を形成することにより
、前記インターポーザの上方に配置された半導体デバイスからの電気信号を、前記インタ
ーポーザの下方に配置された半導体デバイスへ伝達することが可能となる。
【００４６】
　前記インターポーザを２個以上用いて多段の半導体モジュールを構成することもできる
。例えば、第１半導体デバイスの表面に第１インターポーザを搭載し、前記第１インター
ポーザの表面に第２半導体デバイスを搭載し、前記第２半導体デバイスの表面に第２イン
ターポーザを搭載し、前記第２インターポーザの表面に第３半導体デバイスを搭載する、
といった構成とすることもできる。
【発明の効果】
【００４７】
　本発明のインターポーザによれば、二つの熱源の間に配置した際に、それら熱源間での
熱伝導をより効果的に抑制することができる。また、２個以上の半導体デバイスを積層し
てなる半導体モジュールにおいて、隣接する半導体デバイス間での熱伝導をより効果的に
抑制し、もってそれら半導体デバイスの温度上昇を抑えて安定に動作させることができる
。
【００４８】
　本発明の半導体モジュールは、消費電力の大きい半導体デバイスを含んでいても、積層
された半導体デバイスの温度上昇を抑えて安定に動作させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１Ａ】ワイヤボンディングを用いた半導体モジュール（ボンディングモジュール）の
一般的構成を示す説明図である。
【図１Ｂ】貫通電極を用いた半導体モジュール（貫通電極モジュール）の一般的構成を示
す説明図である。
【図２Ａ】本発明の第１実施形態のインターポーザの構造を示す要部断面説明図である。
【図２Ｂ】本発明の第１実施形態のインターポーザの全体構造を示す断面説明図である。
【図３Ａ】本発明の第２実施形態の半導体モジュール（ボンディングモジュール）の全体
構造を示す断面説明図である。
【図３Ｂ】本発明の第２実施形態の半導体モジュールに使用されたインターポーザの構造
を示す、図３ＡのＡ－Ａ線に沿った断面説明図である。
【図４Ａ】本発明の第３実施形態の半導体モジュール（第２実施形態の半導体モジュール
に放熱板を装着）の全体構造を示す断面説明図である。
【図４Ｂ】本発明の第４実施形態の半導体モジュール（第２実施形態の半導体モジュール
をケース内に内蔵し、冷却用流体を供給）の全体構造を示す断面説明図である。
【図５Ａ】本発明の第５実施形態の半導体モジュール（貫通電極モジュール）の全体構造
を示す断面説明図である。
【図５Ｂ】本発明の第５実施形態の半導体モジュールに使用されたインターポーザの構造
を示す、図５ＡのＢ－Ｂ線に沿った断面説明図である。
【図６Ａ】本発明の第６実施形態の半導体モジュール（第５実施形態の半導体モジュール
放熱板を装着）の全体構造を示す断面説明図である。
【図６Ｂ】本発明の第７実施形態の半導体モジュール（第５実施形態の半導体モジュール
ケース内に内蔵し、冷却用流体を供給）の全体構造を示す断面説明図である。
【図７】本発明の第２実施形態の半導体モジュールに使用されたインターポーザの製造方
法の第１例を示す断面説明図である。
【図８】本発明の第２実施形態の半導体モジュールに使用されたインターポーザの製造方
法の第２例を示す断面説明図である。
【図９】本発明の第５実施形態の半導体モジュールに使用されたインターポーザの製造方
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法の第１例を示す断面説明図である。
【図１０】本発明の第５実施形態の半導体モジュールに使用されたインターポーザの製造
方法の第２例を示す断面説明図である。
【図１１】従来の半導体デバイスの実装構造を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　以下、添付図面を参照して、本発明のインターポーザとそれを用いた半導体モジュール
の好適な実施形態を説明する。
【００５１】
　金属細線をボンディングすることにより電気接続を行った半導体モジュール（ボンディ
ングモジュール）の一般的構成を図１Ａに、貫通電極を用いて電気接続を行った半導体モ
ジュール（貫通電極モジュール）の一般的構成を、図１Ｂにそれぞれ示す。いずれの構成
においても、二つの半導体デバイス（ここではチップ状の半導体デバイス、すなわち半導
体チップとしている）を積層した二層構造になっている。
【００５２】
　図１Ａの半導体モジュールは、樹脂、セラミック、半導体などで構成された基板１０の
上に第１半導体デバイス１１ａが接着剤１７で固定され、第１半導体デバイス１１ａの上
に第２半導体デバイス１２ａが接着剤１７で固定されている。第１半導体デバイス１１ａ
及び第２半導体デバイス１２ａと基板１０との電気接続は、いずれもボンディングワイヤ
１３を用いて行われている。
【００５３】
　図１Ｂの半導体モジュールは、樹脂、セラミック、半導体などで構成された基板１０の
上に第１半導体デバイス１１ｂが導電性ボール１５で固定され、第１半導体デバイス１１
ｂの上に第２半導体デバイス１２ｂが導電性ボール１５で固定されている。第１半導体デ
バイス１１ａの表面と裏面は、第１半導体デバイス１１ａの内部を貫通する貫通電極１４
によって相互に電気接続されている。第１半導体デバイス１１ａと第２半導体デバイス１
１ｂの電気接続と、第１半導体デバイス１１ａと基板１０との電気接続は、いずれも導電
性ボール１５を用いて行われている。さらに、基板１０と第１半導体デバイス１１ｂの間
と、第１半導体デバイス１１ｂと第２半導体デバイス１２ｂの間には、フィラー１６が充
填されていて、導電性ボール１５による接続強度を増大させている。
【００５４】
　図１Ａと図１Ｂに示した半導体モジュールには、それぞれ得失がある。
【００５５】
　図１Ａの半導体モジュール（ボンディングモジュール）は、第１半導体デバイス１１ａ
と第２半導体デバイス１２ａを単に積層し、ボンディングワイヤで電気配線を行うだけで
あるから、新たな技術開発は不要である。ただし、第１半導体デバイス１１ａの大きさは
第２半導体デバイス１２ａより大きいこと、高さが異なる位置からのワイヤボンディング
ができること等が要件となる。この手法で、３層以上に半導体デバイスを積層化を行った
半導体モジュールもある。なお、図１Ａのワイヤボンディングを用いた半導体モジュール
の周辺に冷却用の流体（冷媒）を流す場合には、ボンディングワイヤ（金属細線）１３が
切断されないように、ボンディングワイヤ１３の保護を施す必要がある。
【００５６】
　図１Ｂの半導体モジュール（貫通電極モジュール）では、下側の第１半導体デバイス１
１ｂに貫通電極１４を埋め込む技術、多数の導電性ボール１５の搭載・溶融・再凝固を安
定して行う製造技術、さらには、基板１０と第１半導体デバイス１１ｂの間と、第１半導
体デバイス１１ｂと第２半導体デバイス１２ｂの間の狭い空間に、フィラーを流し込む技
術等が必要となる。この半導体モジュールでは、配線に関わる領域の全てが半導体チップ
１１ｂ、１２ｂの内部にあるかフィラー１６で覆われているので、冷却用の流体（冷媒）
の流動があっても半導体モジュールが破壊されることは少ない。
【００５７】
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　（第１実施形態のインターポーザ）
　本発明の第１実施形態のインターポーザを図２Ａと図２Ｂに示す。図２Ａはこのインタ
ーポーザの要部構成を示す部分断面図であり、図２Ｂは同インターポーザの全体構成を示
す断面説明図である。
【００５８】
　本発明の第１実施形態のインターポーザ２４は、上壁２０ａと、下壁２０ｂと、上壁２
０ａ及び下壁２０ｂを相互に連結する側壁２０ｃとからなる本体を備えており、その本体
の内部に真空に維持されたキャビティ２３が形成されている。インターポーザ２４の全体
形状は、中空の板状である。上壁２０ａ及び下壁２０ｂは、キャビティ２３の天井と床を
それぞれ形成する。側壁２０ｃは、キャビティ２３の天井と床をつなぐ周壁を形成する。
【００５９】
　なお、図２Ａに示された符号２５と２６は、上壁２０ａと下壁２０ｂがそれぞれ接触し
ている熱源である。熱源２５、２６の例としては、半導体モジュールを構成している半導
体デバイスがある。
【００６０】
　上壁２０ａ及び下壁２０ｂの内面には、絶縁層２２ａ及び２２ｂがそれぞれ形成されて
いる。枠状の側壁２０ｃの内面にも、絶縁層２２ｃが形成されている。したがって、上壁
２０ａ、下壁２０ｂ及び側壁２０ｃの内面（つまりキャビティ２３の内壁面）の全体が、
絶縁層２２ａ、２２ｂ及び２２ｃで覆われている。
【００６１】
　絶縁層２２ａ及び２２ｂの内側には、熱反射層２１ａ及び２１ｂがそれぞれ形成されて
いる。絶縁層２２ｃの内側には、熱反射層２１ｃが形成されている。したがって、絶縁層
２２ａ、２２ｂ及び２２ｃの表面の全体が、熱反射層２１ａ、２１ｂ及び２１ｃで覆われ
ている。なお、熱反射層２１ａ、２１ｂ及び２１ｃは、それぞれ熱反射領域を形成するか
ら、図２Ｂの構成では、絶縁層２２ａ、２２ｂ及び２２ｃの全表面が熱反射領域になって
いると言うことができる。
【００６２】
　このように、キャビティ２３を形成する本体の内壁面（つまり上壁２０ａ、下壁２０ｂ
及び側壁２０ｃの内面）は、いずれも、絶縁層２２ａ、２２ｂ及び２２ｃと熱反射層２１
ａ、２１ｂ及び２１ｃの二層で覆われている。
【００６３】
　熱反射層２１ａ及び２１ｂは、上壁２０ａ及び下壁２０ｂを介して上方及び下方から入
射する熱を反射する機能を有しており、金属薄膜などから構成されることが多い。例えば
、金やアルミの薄膜が使用可能であり、その表面は鏡面であることが好ましいが、鏡面で
なくてもよい。また、熱反射層２１ａ及び２１ｂは、それぞれ、上壁２０ａの内面（図２
Ａ及び図２Ｂでは下位表面）および下壁２０ｂの内面（図２Ａ及び図２Ｂでは上位表面）
の全体にわたって配置されていることが好ましいが、この限りではない。例えば、上壁２
０ａの内面の指定された領域にのみ、熱反射層２１ａが配置されている構成としてもよい
。下壁２０ｂについても同様である。
【００６４】
　上壁２０ａ及び下壁２０ｂは、熱伝導率が小さい材料で構成されていることが好ましい
が、必ずしもこの限りではない。上壁２０ａ及び下壁２０ｂがシリコン単結晶で構成され
、それぞれの外面（図２Ａ及び図２Ｂでは上位表面）に電子部品やトランジスタなどから
なる電子回路、あるいは、電気配線層が配置されている場合には、絶縁層２２ａと２２ｂ
をそれぞれ配置することが好ましい。絶縁層２２ａと２２ｂは、当該電子回路などが熱反
射層２１ａ及び２１ｂ（これらは金属薄膜であるから導電性を持つ）で短絡することを防
止する役割を持つ。このような必要性がない場合は、絶縁層２２ａと２２ｂは省略できる
。
【００６５】
　キャビティ２３は真空に維持されているから、周知ように、キャビティ２３の熱伝導率
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は非常に小さい。
【００６６】
　図２Ａにおいて、上位にある熱源２５で発生した熱は、まず、（１）上壁２０ａと絶縁
層２２ａの内部を伝達され、熱反射層２１ａの表面に到達する。しかし、この熱の多くは
、熱反射層２１ａの表面で反射され、熱源２５の方に戻る。（２）熱反射層２１ａの表面
で反射せずに熱反射層２１ａを通過した少量の熱は、真空に維持されているキャビティ２
３の内部に放射される。しかし、真空の熱伝導率は小さいので、キャビティ２３の内部を
通過して熱反射層２１ｂに到達する熱は、さらに少なくなる。（３）キャビティ２３の内
部を通過して熱反射層２１ｂまで到達した熱は、熱反射層２１ｂの表面で反射される。こ
のため、熱反射層２１ｂを通過する熱はさらに減少する。その結果、熱源２５で発生した
熱のうち、熱源２６まで到達する量は非常に少なくなる。熱源２６で発生した熱について
も、同様な状況にあるから、熱源２５まで到達する量は非常に少なくなる。
【００６７】
　以上述べたように、熱源２５と２６は、インターポーザ２４で「熱的に絶縁」されるこ
とになる。このため、例えば、熱源２６が大電力を消費する半導体デバイスであり、熱源
２５が熱に敏感な特性を有する半導体デバイスであっても、熱源２６が熱源２５へ与える
影響をインターポーザ２４によって大きく低減させることが可能である。
【００６８】
　インターポーザ２４の本体を形成する側壁２０ｃは、真空に維持されたキャビティ２３
を形成するために必須な構成要素であるが、熱的に絶縁されるべき上壁２０ａと下壁２０
ｂとの間に熱伝導路を形成してしまう。このため、側壁２０ｃの厚さは可能な限り小さく
（薄く）設定されることが好ましい。側壁２０ｃを、上壁２０ａと下壁２０ｂとは異なる
素材（熱伝導率が小さいことが好ましい）で構成することも可能である。なお、側壁２０
ｃの内面を絶縁する必要がなければ、側壁２０ｃの内面に形成された絶縁層２２ｃは省略
可能である。
【００６９】
　図２Ｂの構成では、熱反射層２１ａ、２１ｂ及び２１ｃをキャビティ２３を形成する本
体の内面全体に配置しているが、本体の内面の指定された領域に限定して配置してもよい
。例えば、キャビティ２３の天井と床をそれぞれ形成する上壁２０ａ及び下壁２０ｂの内
面にのみ熱反射層２１ａ及び２１ｂを配置し、キャビティ２３の周壁を形成する側壁２０
ｃの内面の熱反射層２１ｃを省略してもよい。また、熱反射層２１ａ及び２１ｂも、必ず
しも上壁２０ａ及び下壁２０ｂの内面全体にそれぞれ配置する必要はなく、指定された領
域に限定して配置してもよい。例えば、後述する図３Ａ及び図３Ｂの構成例のように、上
壁２０ａと下壁２０ｂの側壁２０ｃに近い領域で、それぞれ、熱反射層２１ａと２１ｂを
省略するのである。
【００７０】
　本発明の第１実施形態のインターポーザ２４は、上述したような構成を有しているので
、前記本体の一方の側に配置された熱源２５（例えば半導体デバイス）から生じた熱が、
伝導によって前記本体を移動する際に、その熱伝導は、真空状態にあるキャビティ２３に
よって効果的に抑制される。前記熱の一部はキャビティ２３内を伝導するが、キャビティ
２３の内壁面には、熱反射層２１ａ、２１ｂ及び２１ｃ（これらは熱反射領域として機能
する）が形成されているので、キャビティ２３内を伝導した熱の多くは、熱反射層２１ａ
、２１ｂ及び２１ｃで反射され、それ以上伝導しない。したがって、熱源２５から前記本
体中を移動して熱源２６に到達する熱の量は、大きく減少する。
【００７１】
　逆に、熱源２６から生じた熱が、前記本体中を移動して熱源２５に到達する量も、同様
の理由で、非常に少なくなる。
【００７２】
　このように、熱源２５と熱源２６が、本第１実施形態のインターポーザ２４によって熱
的に絶縁されることになるから、このインターポーザ２４によれば、二つの熱源２５と２
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６の間に配置した際にそれら熱源２５、２６間での熱伝導をより効果的に抑制することが
できる。
【００７３】
　また、２個以上の半導体デバイスを積層してなる半導体モジュールにおいて、積層方向
に隣接する半導体デバイスの間にこのインターポーザ２４を介在させれば、それら半導体
デバイス間での熱伝導をより効果的に抑制することができる。よって、それら半導体デバ
イスの温度上昇を抑えて安定に動作させることができる。
【００７４】
　（第２実施形態の半導体モジュール－ボンディングモジュール）
　本発明の第２実施形態の半導体モジュールを図３Ａと図３Ｂに示す。図３Ａはこの半導
体モジュールの全体構成を示す断面図であり、図３Ｂは図３Ａの同半導体モジュールのＡ
－Ａ線に沿った断面図である。
【００７５】
　本第２実施形態の半導体モジュールＭ１は、上述した第１実施形態のインターポーザ２
４を、図１Ａに示したボンディングモジュールに適用した例である。
【００７６】
　図３Ａと図３Ｂに示すように、半導体モジュールＭ１は、接着剤１７などで基板１０の
上に固定された第１半導体デバイス１１ａの表面に、インターポーザ２４が搭載されてお
り、インターポーザ２４の表面に第２半導体デバイス１２ａが搭載されている。インター
ポーザ２４は、第１半導体デバイス１１ａの表面に接着剤１７などで固定されている。第
２半導体デバイス１２ａは、インターポーザ２４の表面に接着剤１７などで固定されてい
る。第１半導体デバイス１１ａ及び第２半導体デバイス１２ａと基板１０との電気接続は
、いずれもボンディングワイヤ１３を用いて行われている。
【００７７】
　インターポーザ２４は、真空に維持されたキャビティ２３を有し、キャビティ２３の内
壁を形成する上壁２０ａ（天井）及び下壁２０ｂ（床）に、熱反射層２１ａと２１ｂがそ
れぞれ配置されている。熱反射層２１ｂは、図３Ｂに示すように、下壁２０ｂの内面をそ
の周辺領域（側壁２０ｃの近傍にある細い矩形枠状の領域）を除いて選択的に覆っている
。熱反射層２１ａも、同様に、上壁２０ａの内面をその周辺領域（側壁２０ｃの近傍にあ
る細い矩形枠状の領域）を除いて選択的に覆っている。
【００７８】
　以上の構成を有する第２実施形態の半導体モジュールＭ１では、第１半導体デバイス１
１ａと第２半導体デバイス１２ａの間にインターポーザ２４が配置されているため、第１
半導体デバイス１１ａと第２半導体デバイス１２ａは、インターポーザ２４の内部の真空
に維持されたキャビティ２３によって熱的に絶縁（遮断）される。つまり、第１半導体デ
バイス１１ａで発生した熱は、第２半導体デバイス１２ａに伝達されないし、第２半導体
デバイス１２ａで発生した熱も、第１半導体デバイス１１ａに伝達されない。このため、
第１半導体デバイス１１ａと第２半導体デバイス１２ａの間での熱伝導をより効果的に抑
制することができる。よって、消費電力の大きい半導体デバイスを含んでいても、積層さ
れた半導体デバイス１１ａ、１２ａの温度上昇を抑えて安定に動作させることができる。
【００７９】
　しかし、第１半導体デバイス１１ａで発生した熱の一部は、側壁２０ｃを通して第２半
導体デバイス１２ａに伝達され、第２半導体デバイス１２ａで発生した熱の一部も、側壁
２０ｃを通して第１半導体デバイス１１ａに伝達されてしまう。側壁２０ｃを介したこの
熱伝達を小さくする対策としては、上述したように、側壁２０ｃの厚さを小さくしたり、
側壁２０ｃを第１及び第２の半導体デバイス１１ａ及び１２ａとは異なる材料（できる限
り熱伝導率が小さい材料が好ましい）で形成したりすることが考えられる。
【００８０】
　第２実施形態の半導体モジュールＭ１では、第１半導体デバイス１１ａで発生した熱が
第２半導体デバイス１２ａに伝達されないし、第２半導体デバイス１２ａで発生した熱も
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第１半導体デバイス１１ａに伝達されない。（より正確には「伝達されにくい」である。
）しかしながら、第２半導体デバイス１２ａからの熱放散（例えば、第２半導体デバイス
１２ａの上方空間への熱放散）や、第１半導体デバイス１１ａからの熱放散（例えば、基
板１０を介した下方空間への熱伝導）がないと仮定した場合には、時間の経過と共に両半
導体デバイス１１ａ及び１２ａの温度が等しくなるように、熱の移動が行われる。すなわ
ち、時間の経過とともに、インターポーザ２４の断熱性が活かされなくなる。現実には、
上記の熱放散や熱伝導が行われるので、当該仮定は成立しないが、第１半導体デバイス１
１ａまたは第２半導体デバイス１２ａからの熱放散や熱伝導を積極的に促進する構成をと
ることにより、インターポーザ２４の断熱効果を増加することができる。以下、その例を
第３及び第４の実施形態として示す。
【００８１】
　（第３実施形態の半導体モジュール－ボンディングモジュール）
　本発明の第３実施形態の半導体モジュールを図４Ａに示す。この半導体モジュールは、
上述した第２実施形態の半導体モジュールＭ１に放熱板３０を装着したものである。放熱
板３０は、基板１０の裏面（下面）に密着して固定されている。
【００８２】
　第１半導体デバイス１１ａで発生した熱は、基板１０を経由して放熱板３０に伝達され
、放熱板３０の多数の放熱フィンから周囲の空間に放散される。このような放熱機能によ
り、第１半導体デバイス１１ａの温度上昇が抑制され、結果として、第２半導体デバイス
１２ａの温度上昇が抑制される。
【００８３】
　本第３実施形態の半導体モジュールでは、このように、第１半導体デバイス１１ａで発
生する熱を、放熱板３０により第１半導体デバイス１１ａの周辺から取り去ることで、発
熱する第１半導体デバイス１１ａの温度上昇が抑制される。また、第１半導体デバイス１
１ａで発生した熱の第２半導体デバイス１２ａへの伝導は、キャビティ２３を有するイン
ターポーザ２４で阻止される。こうすることで、インターポーザ２４の断熱効果の有効性
を増大させている。
【００８４】
　このような構成をとっているため、第２半導体デバイス１２ａが動作温度に敏感な特性
を有していたとしても、第２半導体デバイス１２ａの温度上昇が抑制され、したがって、
第２半導体デバイス１２ａの動作温度を低くかつ一定にすることが可能である。その結果
、動作が安定した半導体モジュールを実現することができる。
【００８５】
　（第４実施形態の半導体モジュール－ボンディングモジュール）
　本発明の第４実施形態の半導体モジュールを図４Ｂに示す。この半導体モジュールは、
上述した第２実施形態の半導体モジュールＭ１に、インレット３２とアウトレット３３を
持つケース３１を装着したものである。ケース３１は、下面を開放した略直方体の箱状で
あり、基板１０の表面（上面）に密着して固定されている、ケース３１は、半導体モジュ
ールＭ１の全体を覆って（包含して）いる。
【００８６】
　基板１０とケース３１により、略直方体の内部空間Ｓが形成されており、半導体モジュ
ールＭ１はその内部空間Ｓに所在している。ケース３１は、熱を吸収する流体Ｌを外部か
ら内部空間Ｓに導入するためのインレット３２と、流体Ｌを内部空間Ｓから外部に排出す
るためのアウトレット３３とを有している。内部空間Ｓは、インレット３２とアウトレッ
ト３３を除いて閉じた空間である。
【００８７】
　矢印３５は、インレット３２へ流入する冷却用流体Ｌの流れ、矢印３６は、アウトレッ
ト３３から流出する流体Ｌの流れを示している。インレット３２には、矢印３５で示すよ
うに流体Ｌが流れ込み、内部空間Ｓに入る。流体Ｌは、内部空間Ｓを流動した後、矢印３
６で示すようにアウトレット３３から流れ出る。
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【００８８】
　インレット３２とアウトレット３３には、それぞれ、樹脂製あるいは金属製の管Ｔ１と
Ｔ２の一端が接続されている。管Ｔ１の他端と管Ｔ２の他端は、それぞれ、流体Ｌに所定
圧力を加えてインレット３２に供給するポンプＰの送出口と復帰口に接続されている。流
体Ｌの加圧機構としては、流体Ｌに所定圧力を加えてインレット３２に供給するものであ
ればよく、ポンプ以外も使用可能である。
【００８９】
　熱を吸収する流体Ｌは、管Ｔ１を介して、ポンプＰにより所定圧力をもってケース３１
の内部空間Ｓに送り込まれる。送り込まれた流体Ｌは、管Ｔ２を介してポンプＰまで戻さ
れる。流体Ｌは、このようにして、ポンプＰ→管Ｔ１→内部空間Ｓ→管Ｔ２→ポンプＰと
循環する。流体Ｌは、内部空間Ｓにおいて半導体モジュールＭ１から生じた熱を吸収し、
また、吸収した熱を外部を流動する間に自然放散する。半導体モジュールＭ１から生じた
熱は、こうしてケース３１の外部に放散せしめられる。このため、インレット３２に供給
される際には、流体Ｌは冷却されている。
【００９０】
　流体Ｌは、半導体モジュールＭ１で発生した熱を吸収してこれを冷却できるような性質
を有しているものが好ましい。このような流体Ｌの例としては、（１）フロン類・ノンフ
ロン類、（２）ブタン、イソブタンなどの有機化合物、（３）水素、ヘリウム、アンモニ
ア、水、二酸化炭素などの無機化合物がある。いずれも「冷媒」とも称されているが、本
第４実施形態においては、冷媒の種類に限定されることはない。
【００９１】
　下層にある第１半導体デバイス１１ａで発生した熱は、流体Ｌに伝達され、流体Ｌの流
れによってアウトレット３３から外部へ放散される。この放熱機能により、第１半導体デ
バイス１１ａの温度上昇が抑制され、結果として、上層にある第２半導体デバイス１２ａ
の温度上昇が抑えられることになる。
【００９２】
　本第４実施形態の半導体モジュールでは、上記第３実施形態とは異なり、流体Ｌによっ
て半導体モジュールＭ１の全体から熱を取り去ることで、発熱する第１半導体デバイス１
１ａの温度上昇が抑制される。また、第１半導体デバイス１１ａで発生した熱の第２半導
体デバイス１２ａへの伝導は、キャビティ２３を有するインターポーザ２４で阻止される
。こうすることで、インターポーザ２４の断熱効果の有効性を増大させている。
【００９３】
　このような構成をとっているため、第２半導体デバイス１２ａが動作温度に敏感な特性
を有していたとしても、第２半導体デバイス１２ａの温度上昇が抑制され、したがって、
第２半導体デバイス１２ａの動作温度を低くかつ一定にすることが可能である。その結果
、動作が安定した半導体モジュールを実現することができる。
【００９４】
　（第５実施形態の半導体モジュール－貫通電極モジュール）
　本発明の第５実施形態の半導体モジュールを図５Ａと図５Ｂに示す。図５Ａはこの半導
体モジュールの全体構成を示す断面図であり、図５Ｂは図５Ａの同半導体モジュールのＢ
－Ｂ線に沿った断面図である。
【００９５】
　本第５実施形態の半導体モジュールＭ２は、上述した第１実施形態のインターポーザ２
４を、図１Ｂに示した貫通電極モジュールに適用した例である。
【００９６】
　図５Ａと図５Ｂに示すように、半導体モジュールＭ２は、導電性ボール１５で基板１０
の上に固定された第１半導体デバイス１１ｂの表面に、インターポーザ４０が搭載されて
おり、インターポーザ４０の表面に第２半導体デバイス１２ｂが搭載されている。インタ
ーポーザ４０は、第１半導体デバイス１１ｂの表面に導電性ボール４３で固定されている
。第２半導体デバイス１２ｂは、インターポーザ４０の表面に導電性ボール４３で固定さ
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れている。
【００９７】
　インターポーザ４０は、真空に維持されたキャビティ４３を有し、キャビティ４３の内
壁を形成する上壁２０ａ（天井）及び下壁２０ｂ（床）に、熱反射層２１ａと２１ｂがそ
れぞれ配置されている。熱反射層２１ｂは、図５Ｂに示すように、下壁２０ｂの内面をそ
の周辺領域（側壁２０ｃの近傍にある細い矩形枠状の領域）を除いて選択的に覆っている
。熱反射層２１ａも、同様に、上壁２０ａの内面をその周辺領域（側壁２０ｃの近傍にあ
る細い矩形枠状の領域）を除いて選択的に覆っている。
【００９８】
　インターポーザ４０の内部には、その表面と裏面を電気接続する貫通電極４２が形成さ
れている。ただし、インターポーザ４０を構成する要素との間の絶縁膜は、図示されてい
ない。インターポーザ４０の下面（裏面）と第１半導体デバイス１１ｂとの電気接続は、
導電性ボール４３で行われている。インターポーザ４０の上面（表面）と第２半導体デバ
イス１２ｂとの電気接続も、導電性ボール４３で行われている。
【００９９】
　インターポーザ４０の表面と裏面には、導電性ボール４３と電気接続され、かつ、表裏
接続用の貫通電極４２と電気接続されている電極パッドのみが描かれているが、これには
限定されない。例えば、インターポーザ４０の表面あるいは裏面に、１層あるいは２層以
上の電気配線層を設け、第２半導体デバイス１２ｂからの配線を再配線して、第１半導体
デバイス１１ｂに接続するように構成してもよい。この構成では、インターポーザ４０を
シリコン単結晶で形成することが好ましいが、これには限定されない。例えば、樹脂性の
インターポーザ４０に上記した１層あるいは２層以上の配線層を設けてもよい。
【０１００】
　以上の構成を有する第５実施形態の半導体モジュールＭ２においても、第１半導体デバ
イス１１ｂと第２半導体デバイス１２ｂの間にインターポーザ４０が配置されているため
、第１半導体デバイス１１ｂと第２半導体デバイス１２ｂは、インターポーザ４０の内部
の真空に維持されたキャビティ４１によって熱的に絶縁（遮断）される。つまり、第１半
導体デバイス１１ｂで発生した熱は、第２半導体デバイス１２ｂに伝達されないし、第２
半導体デバイス１２ｂで発生した熱も、第１半導体デバイス１１ｂに伝達されない。（よ
り正確には「伝達されにくい」である。）このため、第１半導体デバイス１１ｂと第２半
導体デバイス１２ｂの間での熱伝導をより効果的に抑制することができる。よって、消費
電力の大きい半導体デバイスを含んでいても、積層された半導体デバイス１１ｂ、１２ｂ
の温度上昇を抑えて安定に動作させることができる。
【０１０１】
　また、上記第２実施形態と同様に、第１半導体デバイス１１ｂで発生した熱の一部は、
側壁２０ｃを通して第２半導体デバイス１２ｂに伝達され、第２半導体デバイス１２ｂで
発生した熱の一部も、側壁２０ｃを通して第１半導体デバイス１１ｂに伝達されてしまう
が、本第５実施形態では貫通電極４２が設けられているため、熱的な絶縁性が、上記第２
実施形態よりも劣っている。これは、貫通電極４２に好適な導電性が高い材料は、一般に
熱伝導率も高いため、貫通電極４２を介して熱伝導が行われるからである。しかしながら
、貫通電極４２の大きさ（断面積）を小さくすることにより、熱的な絶縁性の低下を阻止
することは可能である。
【０１０２】
　上記第２実施形態と同様に、第１半導体デバイス１１ｂまたは第２半導体デバイス１２
ｂからの熱放散や熱伝導を積極的に促進する構成をとることにより、インターポーザ４０
の断熱効果を増加することができる。以下、その例を第６及び第７の実施形態として示す
。
【０１０３】
　（第６実施形態の半導体モジュール－貫通電極モジュール）
　本発明の第６実施形態の半導体モジュールを図６Ａに示す。この半導体モジュールは、
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上述した第５実施形態の半導体モジュールＭ２に放熱板３０を装着したものである。放熱
板３０は、基板１０の裏面（下面）に密着して固定されている。
【０１０４】
　第１半導体デバイス１１ｂで発生した熱は、基板１０を経由して放熱板３０に伝達され
、放熱板３０の多数の放熱フィンから周囲の空間に放散される。このような放熱機能によ
り、第１半導体デバイス１１ｂの温度上昇が抑制され、結果として、第２半導体デバイス
１２ｂの温度上昇が抑制される。
【０１０５】
　本第６実施形態の半導体モジュールでは、このように、第１半導体デバイス１１ｂで発
生する熱を、放熱板３０により第１半導体デバイス１１ｂの周辺から取り去ることで、発
熱する第１半導体デバイス１１ｂの温度上昇が抑制される。また、第１半導体デバイス１
１ｂで発生した熱の第２半導体デバイス１２ｂへの伝導は、キャビティ４１を有するイン
ターポーザ４０で阻止される。こうすることで、インターポーザ４０の断熱効果の有効性
を増大させている。
【０１０６】
　このような構成をとっているため、第２半導体デバイス１２ｂが動作温度に敏感な特性
を有していたとしても、第２半導体デバイス１２ｂの温度上昇が抑制され、したがって、
第２半導体デバイス１２ｂの動作温度を低くかつ一定にすることが可能である。その結果
、動作が安定した半導体モジュールを実現することができる。
【０１０７】
　（第７実施形態の半導体モジュール－貫通電極モジュール）
　本発明の第４実施形態の半導体モジュールを図４Ｂに示す。この半導体モジュールは、
上述した第５実施形態の半導体モジュールＭ２に、上述した第４実施形態で使用したイン
レット３２とアウトレット３３を持つケース３１を装着したものである。ケース３１は、
下面を開放した略直方体の箱状であり、基板１０の表面（上面）に密着して固定されてい
る、ケース３１は、半導体モジュールＭ２の全体を覆って（包含して）いる。
【０１０８】
　基板１０とケース３１により略直方体の内部空間Ｓが形成されており、半導体モジュー
ルＭ２は、その内部空間Ｓに所在している。ケース３１は、熱を吸収する流体Ｌを外部か
ら内部空間Ｓに導入するためのインレット３２と、流体Ｌを内部空間Ｓから外部に排出す
るためのアウトレット３３とを有している。内部空間Ｓは、インレット３２とアウトレッ
ト３３を除いて閉じた空間である。
【０１０９】
　流体Ｌに所定圧力を加えてインレット３２に供給するポンプＰと、インレット３２及び
アウトレット３３とポンプＰとを接続する管Ｔ１とＴ２、そして、熱を吸収する流体Ｌは
、上述した第４実施形態で使用したものと同じである。
【０１１０】
　流体Ｌは、ポンプＰ→管Ｔ１→内部空間Ｓ→管Ｔ２→ポンプＰと循環する。流体Ｌは、
内部空間Ｓにおいて半導体モジュールＭ２から生じた熱を吸収し、また、吸収した熱を外
部を流動する間に自然放散する。半導体モジュールＭ２から生じた熱は、こうしてケース
３１の外部に放散せしめられる。
【０１１１】
　下層にある第１半導体デバイス１１ｂで発生した熱は、流体Ｌに伝達され、流体Ｌの流
れによってアウトレット３３から外部へ放散される。この放熱機能により、第１半導体デ
バイス１１ｂの温度上昇が抑制され、結果として、上層にある第２半導体デバイス１２ｂ
の温度上昇が抑えられることになる。
【０１１２】
　本第７実施形態の半導体モジュールでは、上記第６実施形態とは異なり、流体Ｌによっ
て半導体モジュールＭ２の全体から熱を取り去ることで、発熱する第１半導体デバイス１
１ｂの温度上昇が抑制される。また、第１半導体デバイス１１ｂで発生した熱の第２半導
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体デバイス１２ｂへの伝導は、キャビティ４１を有するインターポーザ４０で阻止される
。こうすることで、インターポーザ４０の断熱効果の有効性を増大させている。
【０１１３】
　このような構成をとっているため、第２半導体デバイス１２ｂが動作温度に敏感な特性
を有していたとしても、第２半導体デバイス１２ｂの温度上昇が抑制され、したがって、
第２半導体デバイス１２ｂの動作温度を低くかつ一定にすることが可能である。その結果
、動作が安定した半導体モジュールを実現することができる。
【０１１４】
　（第８実施形態のインターポーザの形成方法）
　次に、上述したインターポーザの形成方法について説明する。
【０１１５】
　図７は、本発明の第８実施形態のインターポーザの形成方法を示す。この方法は、上記
インターポーザの形成方法の第１例である。
【０１１６】
　まず、図７（ａ）に示すように、矩形板状の上壁（上板）５０の下面に、矩形の熱反射
層５１を形成する。熱反射層５１は、上壁５０の下面の周辺領域を除いて形成されており
、その下面の全体を覆っていないが、これには限定されない。上壁５０の下面全体を覆っ
ていてもよい。
【０１１７】
　次に、図７（ｂ）に示すように、矩形板状の下壁（下板）５４の上面に、矩形の熱反射
層５３を形成する。熱反射層５３も、下壁５４の上面の周辺領域を除いて形成されており
、その上面の全体を覆っていないが、これには限定されない。下壁５４の上面全体を覆っ
ていてもよい。
【０１１８】
　熱反射層５１を形成した上壁５０と熱反射層５３を形成した下壁５４は、同一構成であ
ってもよい。つまり、同一構成のものを２個形成してもよい。また、上壁５０と下壁５４
は、熱伝導が小さい素材であることが好ましいが、この限りではない。熱反射層５１と５
３は、例えば、金、アルミニウムなどの金属を蒸着するといった手法で形成することがで
きる。
【０１１９】
　次に、図７（ｃ）に示すように、下壁５４の周辺部に側壁５２を形成する。側壁５４の
素材としては、ガラスや樹脂などで使用でき、接着などの手法により下壁５４の周辺部に
密着せしめられる。
【０１２０】
　次に、図７（ｄ）に示すように、接着材などを用いて、側壁５４の上面に上壁５０の下
面を密着（接合）させる。この密着により、上壁５０と下壁５４と側壁５２が一体化され
て、インターポーザの本体が形成され、同時に、その本体の内部にキャビティ５５が形成
される。キャビティ５５は、真空であることが必須であるから、この密着（接合）工程は
真空雰囲気中で実施される。
【０１２１】
　以上の工程を経て本発明のインターポーザが作成される。上壁５０、下壁５４、側壁５
２といった構成要素の素材と、上壁５０と下壁５４の密着のための接着材等は、長期にわ
たってキャビティ５５内の真空状態が維持されるように選択される。一例を挙げると、上
壁５０と下壁５４は単結晶シリコン、側壁５２はガラスが好適に使用できる。このような
素材を採用すれば、下壁５４と側壁５２との接合、側壁５２と上壁５０との接合に、静電
接合技術を用いることが可能である。さらに、静電接合は真空中で実施され、かつ、当該
静電接合の真空封止性は十分に高いため、長期にわたるキャビティ５５内の真空が維持さ
れることになる。上壁５０と下壁５４は単結晶シリコン製であるため、周知の技術を用い
て、それぞれの表面に１層以上の配線層を形成することも可能である。
【０１２２】
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　なお、図７には示していないが、図７（ｄ）の構成を持つインターポーザの周辺部に、
貫通電極を形成することも可能である。例えば、ＲＩＥ（反応性イオンエッチング）など
の加工技術を用いて、上壁５０（単結晶シリコン）、側壁５２（ガラス）、下壁５４（単
結晶シリコン）に上下方向の貫通穴を開け、その内部に導電材料を付着あるいは充填する
ことにより、貫通電極を形成することができる。なお、上壁５０及び下壁５４と前記導電
材料との間には、適当な絶縁膜を設けて電気的に絶縁する必要がある。
【０１２３】
　（第９実施形態のインターポーザの形成方法）
　図８は、本発明の第９実施形態のインターポーザの形成方法を示す。この方法は、上記
インターポーザの形成方法の第２例である。
【０１２４】
　まず、図８（ａ）に示すように、矩形板状の上壁（上板）６０の下面に、矩形の熱反射
層６１を形成する。熱反射層６１は、上壁６０の下面の周辺領域を除いて形成されており
、その下面の全体を覆っていないが、これには限定されない。上壁６０の下面全体を覆っ
ていてもよい。この工程は、図７（ａ）のそれと同じである。
【０１２５】
　次に、図８（ｂ）に示すように、側壁６３を有する矩形板状の下壁６２（下板）（側壁
６３の内側に窪み６７が形成されている）を用意し、側壁６３の内側領域の上面（窪み６
７の底面）に矩形の熱反射層６４を形成する。この工程では、上述した第８実施形態（図
７）とは異なり、下壁６２と側壁６３とが一体的に構成されたものを使用している。この
構成は、下壁６２の母材の中央領域に窪み６７を形成し、その窪み６７の底面に熱反射層
６４を形成することにより容易に実現される。具体的に言えば、単結晶シリコン板の上側
表面にパターニングされたフォトレジスト層を作成し、このフォトレジスト層をマスクと
してＲＩＥなどでエッチングして、窪みを形成すればよい。ただし、単結晶シリコン板の
厚さは、側壁６３の厚さ（高さ）と同じにする。続いて、この窪みの底部に金、アルミな
どの金属を蒸着等で堆積させ、熱反射層６４とする。
【０１２６】
　熱反射層６４は、ここでは、下壁６２の窪み６７の底面の周辺領域を除いて形成されて
おり、その底面の全体を覆っていないが、これには限定されない。熱反射層６４は、窪み
６７の底面全体を覆っていてもよいし、その底面から側壁６３の内側面にかけての領域を
覆ってもよいし、この内側面から側壁６３の上端面に至る領域までを覆っていてもよい。
【０１２７】
　次に、図８（ｃ）に示すように、エポキシ系接着材６５などを用いて、側壁６３の上端
面に上壁６０の下面を密着（接合）させる。これにより、上壁６０と、側壁６３を持つ下
壁６２とが一体化されて、インターポーザの本体が形成され、同時に、その本体の内部に
キャビティ６６が形成される。キャビティ６６は、真空であることが必須であるから、こ
の密着（接合）工程は真空雰囲気中で実施される。
【０１２８】
　上壁６０と、側壁６３を持つ下壁６２とが、いずれも単結晶シリコンで構成されていて
、側壁６３の上端面に熱反射層６４が形成されていない場合には、図８（ｃ）の工程で上
壁６０と側壁６３とをシリコン・シリコンの熱接合で密着させることも可能である。
【０１２９】
　なお、図８には示していないが、上述した第８実施形態（図７）と同様に、図８（ｃ）
の構成を持つインターポーザの周辺部に、貫通電極を形成することも可能である。
【０１３０】
　（第１０実施形態のインターポーザの形成方法）
　図９は、本発明の第１０実施形態のインターポーザの形成方法を示す。この方法は、上
記インターポーザの形成方法の第３例である。
【０１３１】
　まず、図９（ａ）に示すように、下壁（下板）の母材７０ａとして矩形のシリコン単結
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晶板を用意する。
【０１３２】
　次に、図９（ｂ）に示すように、母材７０ａの周辺部に、周知の手法によって貫通電極
７１を形成する。具体的に言えば、ＲＩＥにより母材７０ａの周辺部に貫通穴を開け、こ
れら貫通穴の内側面を絶縁層（図示せず）で覆ってから、これら絶縁層の内側に導電性材
料を被覆あるいは充填する。こうして貫通穴に導電性を付与することで、貫通電極７１が
形成される。その後、母材７０ａの表面と裏面にそれぞれ電気接続用パッド７２を形成し
、貫通電極７１と電気接続する。
【０１３３】
　次に、母材７０ａの表面側から、パターニングされたマスク（フォトレジストなど）を
利用して、窪み７３を掘り込む。窪み７３の作成には、例えば、ＴＭＡＨ（テトラメチル
アンモニアハイドロオキサイド）やＫＯＨ（水酸化カリウム）などの異方性エッチング液
が利用される。これらのエッチング液では、特定のシリコン結晶面（（１１１）面）でエ
ッチング速度が低いため、窪み７３の縁（窪み７３の底から基板７０の表面にかけての斜
面）は露出した（１１１）面となる。こうして、下壁（下板）７０が形成される。その後
、窪み７３の底面に熱反射層７４を形成する。この時の状態は図９（ｃ）のようになる。
【０１３４】
　次に、図９（ｄ）に示すように、矩形のシリコン単結晶板からなる上壁（上板）７５の
上面から前記した異方性エッチング液で、パッド７２を露出させるための開口７６を形成
する。また、開口７６と重ならないように、上壁７５の下面に熱反射層７７を形成する。
【０１３５】
　次に、図９（ｃ）に示した下壁７０の上面に、図９（ｄ）に示した上壁７５を密着（接
合）させ、図９（ｅ）に示した構造を持つインターポーザを得る。この密着（接合）には
、接着材や低融点ガラスなどが用いられる。下壁７０の窪み７３により、キャビティ７８
が形成される。キャビティ７８内は真空であることが必要であるため、前記密着（接合）
工程は真空雰囲気中で実施される。
【０１３６】
　本実施形態では、上壁７５と下壁７０がいずれもシリコン単結晶から形成されているた
め、インターポーザの本体の表面と裏面に１層以上の配線層を形成することも可能である
。
【０１３７】
　（第１１実施形態のインターポーザの形成方法）
　図１０は、本発明の第１１実施形態のインターポーザの形成方法を示す。この方法は、
上記インターポーザの形成方法の第４例である。図１０において、図９におけるそれと同
一の符号は、同一の構成要素を示している。
【０１３８】
　図１０（ａ）から図１０（ｃ）までの工程は、図９（ａ）から図９（ｃ）の工程までと
同じであるから、その説明は省略する。
【０１３９】
　次に、図１０（ｄ）に示すように、熱反射層８４を備えた上壁（上板）８５を形成する
。この上壁８５は、母材としての単結晶シリコン板の周縁部をエッチング等で斜めに除去
してテーパ状とし、その下面に熱反射層８４を形成することで、容易に得られる。
【０１４０】
　次に、接着材や低融点ガラスなどを用いて、図１０（ｃ）に示した下壁（下板）７０の
上面に、図１０（ｄ）に示した上壁（上板）８５を密着（接合）させ、図１０（ｅ）に示
した構造を得る。窪み７３はキャビティ８６を構成し、当該キャビティ内は真空であるこ
とが必要であるため、前記密着のプロセスは真空雰囲気中で実施される。
【０１４１】
　本実施形態では、上述した第１０実施形態（図９）とは異なり、上板８５が下板７０の
窪み７３の中に入り込む構成になっている。つまり、下板７０の側壁部（パッド７２が設
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けられている部分）の表面を、上板８５が覆っていない。この構成では、上板８５に開口
（図９の開口７６に対応する）を設ける必要がなく、製造技術上、簡便であるという利点
がある。
【０１４２】
　（変形例）
　以上、本発明の実施形態について詳細な説明を行った。本明細書では、インターポーザ
の構成と、このインターポーザを用いた半導体モジュールについて記載したが、例示した
構成以外にも多くの構成が可能である。
【０１４３】
　例えば、第２半導体デバイスの消費電力が第１半導体デバイスの消費電力よりも大きい
ような構成、半導体デバイスを３層以上に積層した構成、インターポーザを挟み込む上下
の半導体デバイスがそれぞれ２個以上の構成（例えば、インターポーザの上面に、同一平
面内で複数個の半導体デバイスが配置されている構成）なども可能である。
【０１４４】
　いずれの構成においても、インターポーザの真空層でその両側にある半導体デバイス間
の熱的絶縁を図り、高密度・高速の半導体モジュールを実現することが本発明の趣旨であ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１４５】
　本発明は、消費電力の増大傾向がある半導体デバイスの冷却を容易にするインターポー
ザ、および、それを用いた半導体モジュールと実装構造に適用可能である。また、本発明
は、電子回路を主体とする半導体モジュールに限定されることなく、他の大電力デバイス
（例えば、発光素子モジュール、光通信モジュールなど）にも広く適用可能である。
【符号の説明】
【０１４６】
１１ａ、１１ｂ　半導体デバイス
１２ａ、１２ｂ　半導体デバイス
１３　ボンディングワイヤ
１４　貫通電極
１５　導電性ボール
１６　フィラー
１７　接着剤
２０ａ　上壁
２０ｂ　下壁
２０ｃ　側壁
２１ａ、２１ｂ、２１ｃ　熱反射層
２２ａ、２２ｃ　絶縁層
２３　キャビティ
２４　インターポーザ
２５、２６　熱源
３０　放熱板
３１　ケース
３２　インレット
３３　アウトレット
４０　インターポーザ
４１　キャビティ
４２　貫通電極
４３　キャビティ
４３　導電性ボール
５０　上壁
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５１　熱反射層
５２　側壁
５３　熱反射層
５４　下壁
５４　側壁
５５　キャビティ
６０　上壁
６１　熱反射層
６２　下壁
６３　側壁
６４　熱反射層
６５　接着材
６６　キャビティ
７０　下壁
７０ａ　下壁の母材
７１　貫通電極
７２　電気接続用パッド
７４　熱反射層
７５　上壁
７６　開口
７７　熱反射層
７８　キャビティ
８４　熱反射層
８５　上壁
８６　キャビティ
Ｌ　冷却用流体
Ｍ１　半導体モジュール
Ｍ２　半導体モジュール
Ｐ　ポンプ
Ｓ　内部空間
Ｔ１　管
Ｔ２　管



(21) JP 5807220 B2 2015.11.10

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２Ａ】 【図２Ｂ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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